
 

骨髄移植手術等により定期予防接種で受けたワクチンの予防効果が期待できないと

医師に判断され，任意で予防接種を再接種する方に対して，経済的な負担の軽減およ

び感染症予防を目的として，再接種費用を助成します。事前手続きが必要ですので，新

潟市保健所保健管理課までご相談ください。 
 

 

以下の①～③すべての要件を満たす方 
 

①骨髄移植手術その他の理由により，接種済みの定期予防接種の予防効果が期待  

できないと医師に判断されていること 
 
②予防接種の再接種を受ける日において新潟市に住民票（住民登録）があること 

 
③接種済みの定期予防接種の接種回数および接種間隔が，定期接種の規定により 

 接種してあること 
 

                 以下のすべてを満たすもの 
 

・平成２９年４月１日以降に接種した予防接種 
 

・定期予防接種Ａ類のワクチン（RS ウイルス母子免疫ワクチン以外） 
 

・予防接種法で定める特定疾病の予防接種のうち，対象期間に特例のある特定疾   

 病は規定の年齢まで（注１），そのほかの特定疾病は２０歳未満の接種 
 

（注１）長期療養特例のある疾病と既定の年齢 

●ジフテリア・百日咳・ポリオ・破傷風・ヒブ感染症（五種混合）：１５歳未満 

●結核（ＢＣＧ）：４歳未満 

●ヒブ感染症（Hib）：１０歳未満 

●小児の肺炎球菌感染症（小児用肺炎球菌）：６歳未満 

※四種混合は製造販売を終了しています。過去に四種混合を接種していた方は，

五種混合に切り替えて接種が可能です。 
 
 

         

予防接種にかかった費用 

※ただし，接種した年度の新潟市内医療機関への委託料金を上限とします 

 委託料金は，市ホームページをご覧ください 

 

 

   ・裏面をご確認ください 

・再接種を受ける前に必要な手続きがありますので，ご注意ください  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟市保健所 保健管理課  感染症対策室 

住所：〒９５０－０９１４  

新潟市中央区紫竹山３－３－１１  

    新潟市総合保健医療センター２階  

電話：（０２５）２１２－８１２３（直通）  

対象者 

助成の対象となる予防接種  

手続き方法  

助成金額  

お問い合わせ・申請先  

裏面もご確認ください  

R８ .4 

新潟市特別の理由による任意予防接種費用の助成について 

市ホームページ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注２） 

＊「再接種した日から６か月に達する日の属する月末まで」の例  

  ・再接種日が令和８年４月１５日の場合，６か月に達する日の属する月末  

⇒ 令和８年１０月３１日 

 

添付書類 

１．医師の理由書  

２．定期予防接種の履歴が確認できるもの  

（母子健康手帳または接種歴が確認できるもの）  

手続きのながれ  再接種を受ける前に必要な手続きがありますので，ご注意ください  

①再接種前の手続き 

「新潟市特別の理由による任意予防接種

費用助成対象認定申請書」を記入し， 

添付書類とともに新潟市保健所へ提出  

申請 

②申請受付・助成金交付認定 

申請を受付後，助成金交付の認定を

行い「新潟市特別の理由による任意

予防接種費用助成対象認定通知書」

を発行 
 
※助成金を不認定とした場合は不認定通知書に

て通知します  

申請者 新潟市 

認定  

通知  
③再接種・費用支払い 

認定書を受け取った後，医療機関で予防接

種を受ける 
 

接種費用については，いったん医療機関に
支払ってください  

④再接種費用の助成申請 

再接種した日から６か月に達する日の属

する月末まで（注２参照）に，「新潟市特別

の理由による任意予防接種費用助成金支

給申請書」を記入したうえで，必要書類を

添付し新潟市保健所へ提出  

助成金交付申請に必要な書類 

１．領収書の原本  

２．予防接種予診票または当該予防接種履歴

が確認できるものの写し 

（母子健康手帳など）  

３．振込先の金融機関名・支店・口座番号・  

名義人氏名が分かる通帳のページの写し  

申請 

 
⑤助成申請の受付・助成金の支給 

新潟市保健所  


